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株券等に関する業務規程施行規則の一部改正について 

 

１．株券等に関する業務規程施行規則（平成 14 年６月 17 日通知）        （下線部分変更） 

新 旧 

（同意書） 

第５条 規程第１０条第１項に規定する書面は、

次に掲げる事項を記載した所定の書面（以下「同

意書」という。）とする。 

（１）・（２） （略） 

２ 前項の同意書には、次に掲げる書類を添付す

るものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５） 情報取扱責任者（次条に規定する機構へ

の通知又は機構が行う照会に対する報告その

他会社情報の通知に係る連絡を掌る者をい

う。）の役職名及び氏名 

 

（会社からの決議等の通知） 

第６条 株券の発行者は、次に掲げる事項その他

の当該株券に関する権利等に係る重要な事項に

ついて決議若しくは決定を行った場合又は規程

第１２条第３項各号に該当した場合は、直ちに

その内容を機構に対して通知（第４号から第８

号まで及び第２４号に掲げる事項（第８号につ

いては、株式の併合又は株式無償割当てに係る

事項に限る。）にあっては、株券提出案内及び自

己株式等預託通知書を含む。）するものとする。

その株券について金融商品取引所への上場の廃

止（以下この条及び次条において「上場廃止」

という。）の原因となる事実が発生した場合も同

様とする。 

（１）～（２２） （略） 

（２３） 情報取扱責任者の変更 

（２４）・（２５） （略） 

２・３ （略） 

４ 投資証券の発行者は、次に掲げる事項その他

の当該投資証券に関する権利等に係る重要な事

項について決議又は決定を行った場合は、その

内容を機構に対して通知するものとする。その

投資証券について上場廃止の原因となる事実が

（同意書） 

第５条 規程第１０条第１項に規定する書面は、

次に掲げる事項を記載した所定の書面（以下「同

意書」という。）とする。 

（１）・（２） （略） 

２ 前項の同意書には、次に掲げる書類を添付す

るものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５） 機構に届出を要する事項を記載した書面

 

 

 

 

（会社からの決議等の通知） 

第６条 株券の発行者は、次に掲げる事項その他

の当該株券に関する権利等に係る重要な事項に

ついて決議若しくは決定を行った場合又は規程

第１２条第３項各号に該当した場合は、その内

容を機構に対して通知（第４号から第８号まで

及び第２４号に掲げる事項（第８号については、

株式の併合又は株式無償割当てに係る事項に限

る。）にあっては、株券提出案内及び自己株式等

預託通知書を含む。）するものとする。その株券

について金融商品取引所への上場の廃止（以下

この条及び次条において「上場廃止」という。）

の原因となる事実が発生した場合も同様とす

る。 

（１）～（２２） （略） 

（２３） 機構との連絡部署の変更 

（２４）・（２５） （略） 

２・３ （略） 

４ 投資証券の発行者は、次に掲げる事項その他

の当該投資証券に関する権利等に係る重要な事

項について決議又は決定を行った場合は、その

内容を機構に対して通知するものとする。その

投資証券について上場廃止の原因となる事実が
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新 旧 

発生した場合も同様とする。 

（１）～（１４） （略） 

（１５） 情報取扱責任者の変更 

５ 協同組織金融機関は、次に掲げる事項その他

の当該協同組織金融機関の優先出資証券に関す

る権利等に係る重要な事項について決議又は決

定を行った場合は、その内容を機構に対して通

知するものとする。その協同組織金融機関の優

先出資証券について上場廃止の原因となる事実

が発生した場合も同様とする。 

（１）～（１７） （略） 

（１８） 情報取扱責任者の変更 

６ 前各項の通知を行う場合において、定款（投

資証券の発行者にあっては規約）及び株式取扱

規則（投資証券の発行者にあっては優先出資取

扱規則）が変更された場合には、当該変更後の

定款及び株式取扱規則をも提出するものとす

る。 

発生した場合も同様とする。 

（１）～（１４） （略） 

（１５） 機構との連絡部署の変更 

５ 協同組織金融機関は、次に掲げる事項その他

の当該協同組織金融機関の優先出資証券に関す

る権利等に係る重要な事項について決議又は決

定を行った場合は、その内容を機構に対して通

知するものとする。その協同組織金融機関の優

先出資証券について上場廃止の原因となる事実

が発生した場合も同様とする。 

（１）～（１７） （略） 

（１８） 機構との連絡部署の変更 

６ 前各項の通知は、通知すべき事項の公表後、

所定の通知書の提出により行うものとする。こ

れらの場合において、定款（投資証券の発行者

にあっては規約）及び株式取扱規則（投資証券

の発行者にあっては優先出資取扱規則）が変更

された場合には、当該変更後の定款及び株式取

扱規則をも提出するものとする。 

 

 

２．附則 

  この改正規定は、平成 20 年 4 月 1日から施行する。 

 

以 上 


